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★ 図書館に関する宣言・綱領など（●図書館の自由に関する宣言 
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★関係法令 

●日本国憲法（抄） 

昭和 21年 11月 3日公布 

 

前文 

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のた

めに、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の

行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存す

ることを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、そ

の権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受

する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに

反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するので

あつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意し

た。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国

際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠

乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、

政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対

等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 

 

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基

本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持

しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のた
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めにこれを利用する責任を負ふ。 

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利

については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によ

り、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 

② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 

③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、

又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受

け、又は政治上の権力を行使してはならない。 

② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 

③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 

② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努

めなければならない。 

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける

権利を有する。 

② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を

負ふ。義務教育は、これを無償とする。 

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努

力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵

すことのできない永久の権利として信託されたものである。 
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●図書館法 

    

昭和２５年４月３０日法律第１１８号 

改正：令和元年６月７日法律第２６号 

       

    第一章  総則（第一条―第九条）  

    第二章  公立図書館（第十条―第二十三条）  

    第三章  私立図書館（第二十四条―第二十九条）  

    附則 

 

図書館法 

目次 

第一章 総則(第一条―第九条) 

第二章 公立図書館(第十条―第二十三条) 

第三章 私立図書館(第二十四条―第二十九条) 

附則 

第一章 総則 

(この法律の目的) 

第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設

置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化

の発展に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、

保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資するこ

とを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団

法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。 

２ 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字

社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。 

(図書館奉仕) 

第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教

育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる

事項の実施に努めなければならない。 

一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図

書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以

下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。 
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二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 

三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ず

るようにすること。 

四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属す

る図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。 

五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。 

六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励す

ること。 

七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。 

八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動そ

の他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。 

九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。 

(司書及び司書補) 

第四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。 

２ 司書は、図書館の専門的事務に従事する。 

３ 司書補は、司書の職務を助ける。 

(司書及び司書補の資格) 

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。 

一 大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)で

大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの 

二 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの 

三 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講

習を修了したもの 

イ 司書補の職 

ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の

職に相当するもの 

ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、

学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。 

一 司書の資格を有する者 

二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学す

ることのできる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの 

(司書及び司書補の講習) 

第六条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。 

２ 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省

令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。 
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(司書及び司書補の研修) 

第七条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向

上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。 

(設置及び運営上望ましい基準) 

第七条の二 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上

望ましい基準を定め、これを公表するものとする。 

(運営の状況に関する評価等) 

第七条の三 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に

基づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

(運営の状況に関する情報の提供) 

第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解

を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営

の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。 

(協力の依頼) 

第八条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特

別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律

(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長

が図書館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公

共団体(第十三条第一項において「特定地方公共団体」という。)である市町村にあつては、

その長又は教育委員会)に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸

借等に関して協力を求めることができる。 

(公の出版物の収集) 

第九条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用

に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。 

２ 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発

行する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。 

 

第二章 公立図書館 

(設置) 

第十条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で

定めなければならない。 

第十一条及び第十二条 削除 

(職員) 

第十三条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特

定地方公共団体の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行すること

とされた図書館(第十五条において「特定図書館」という。)にあつては、当該特定地方公
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共団体の長)が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。 

２ 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければ

ならない。 

(図書館協議会) 

第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。 

２ 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書

館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。 

第十五条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定

図書館に置く図書館協議会の委員にあつては、当該地方公共団体の長)が任命する。 

第十六条 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会

に関し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなけれ

ばならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基

準を参酌するものとする。 

(入館料等) 

第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収

してはならない。 

第十八条及び第十九条 削除 

(図書館の補助) 

第二十条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の

施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。 

２ 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。 

第二十一条及び第二十二条 削除 

第二十三条 国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一

に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付

した当該年度の補助金を返還させなければならない。 

一 図書館がこの法律の規定に違反したとき。 

二 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。 

三 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。 

 

第三章 私立図書館 

第二十四条 削除 

(都道府県の教育委員会との関係) 

第二十五条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究の

ために必要な報告を求めることができる。 

２ 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及

び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。 



44 

(国及び地方公共団体との関係) 

第二十六条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置す

る法人に対し、補助金を交付してはならない。 

第二十七条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の

確保につき、援助を与えることができる。 

(入館料等) 

第二十八条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収すること

ができる。 

(図書館同種施設) 

第二十九条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。 

２ 第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。 
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●著作権法(抄)  第 31 条（図書館等における複製)  

 

                                                昭和４５年５月６日法律第４８号 

改正：令和２年６月１２日法律第４８号 

 

（図書館等における複製等） 

第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目

的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの（以下この項及び第三項において「図書

館等」という。）においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、

図書館等の図書、記録その他の資料（以下この条において「図書館資料」という。）を用

いて著作物を複製することができる。 

一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作

物の一部分（発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつて

は、その全部。第三項において同じ。）の複製物を一人につき一部提供する場合 

二 図書館資料の保存のため必要がある場合 

三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手するこ

とが困難な図書館資料（以下この条において「絶版等資料」という。）の複製物を提供

する場合 
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★図書館に関する宣言・綱領など 

●図書館の自由に関する宣言 

１９５４年 全国図書館大会採択 

１９７９年 日本図書館協会総会改訂 

 

図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっ

とも重要な任務とする。 

1.  日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維

持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、す

なわち表現の自由の保障が不可欠である。 

知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る

自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。 

知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかか

わり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国

民の不断の努力によって保持されなければならない。 

2.  すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する。この権

利を社会的に保障することは、すなわち知る自由を保障することである。図書館は、まさに

このことに責任を負う機関である。 

3.  図書館は、権力の介入または社会的圧力に左右されることなく、自らの責任にもとづき、

図書館間の相互協力をふくむ図書館の総力をあげて、収集した資料と整備された施設を

国民の利用に供するものである。 

4.  わが国においては、図書館が国民の知る自由を保障するのではなく、国民に対する「思

想善導」の機関として、国民の知る自由を妨げる役割さえ果たした歴史的事実があることを

忘れてはならない。図書館は、この反省の上に、国民の知る自由を守り、ひろげていく責

任を果たすことが必要である。 

5.  すべての国民は、図書館利用に公平な権利をもっており、人種、信条、性別、年齢やそ

のおかれている条件等によっていかなる差別もあってはならない。 

外国人も、その権利は保障される。 

6.  ここに掲げる「図書館の自由」に関する原則は、国民の知る自由を保障するためであっ

て、すべての図書館に基本的に妥当するものである。 

この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。 
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第１ 図書館は資料収集の自由を有する 

1.  図書館は、国民の知る自由を保障する機関として、国民のあらゆる資料要求にこたえな

ければならない。 

2.  図書館は、自らの責任において作成した収集方針にもとづき資料の選択および収集を

行う。その際、 

（１） 多様な、対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅

広く収集する。 

（２） 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはし

ない。 

（３） 図書館員の個人的な関心や好みによって選択をしない。 

（４） 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をお

それて自己規制したりはしない。 

（５） 寄贈資料の受入にあたっても同様である。図書館の収集した資料がどのような思

想や主 張をもっていようとも、それを図書館および図書館員が支持することを意味

するものではない。 

3.  図書館は、成文化された収集方針を公開して、広く社会からの批判と協力を得るように

つとめる。 

第２ 図書館は資料提供の自由を有する 

1.  国民の知る自由を保障するため、すべての図書館資料は、原則として国民の自由な利

用に供されるべきである。 

図書館は、正当な理由がないかぎり、ある種の資料を特別扱いしたり、資料の内容に手を

加えたり、書架から撤去したり、廃棄したりはしない。 

提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。これらの制限は、極力限定し

て適用し、時期を経て再検討されるべきものである。 

（１） 人権またはプライバシーを侵害するもの 

（２） わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの 
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（３） 寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否とする非公刊資料 

2.  図書館は、将来にわたる利用に備えるため、資料を保存する責任を負う。図書館の保存

する資料は、一時的な社会的要請、個人・組織・団体からの圧力や干渉によって廃棄され

ることはない。 

3.  図書館の集会室等は、国民の自主的な学習や創造を援助するために、身近にいつでも

利用できる豊富な資料が組織されている場にあるという特徴を持っている。 

図書館は、集会室等の施設を、営利を目的とする場合を除いて、個人、団体を問わず公

平な利用に供する。 

4.  図書館の企画する集会や行事等が、個人・組織・団体からの圧力や干渉によってゆがめ

られてはならない。 

第３ 図書館は利用者の秘密を守る 

1.  読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読

書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第３５条にもとづく令状を確認した場合は例外と

する。 

2.  図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵

さない。 

3.  利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動

に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。 

第４ 図書館はすべての検閲に反対する 

1.  検閲は、権力が国民の思想・言論の自由を抑圧する手段として常用してきたものであっ

て、国民の知る自由を基盤とする民主主義とは相容れない。 

検閲が、図書館における資料収集を事前に制約し、さらに、収集した資料の書架からの撤

去、廃棄に及ぶことは、内外の苦渋にみちた歴史と経験により明らかである。 

したがって、図書館はすべての検閲に反対する。 

2.  検閲と同様の結果をもたらすものとして、個人・組織・団体からの圧力や干渉がある。図

書館は、これらの思想・言論の抑圧に対しても反対する。 

3.  それらの抑圧は、図書館における自己規制を生みやすい。しかし図書館は、そうした自

己規制におちいることなく、国民の知る自由を守る。 

図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。 
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1.  図書館の自由の状況は、一国の民主主義の進展をはかる重要な指標である。図書館の

自由が侵されようとするとき、われわれ図書館にかかわるものは、その侵害を排除する行動

を起こす。このためには、図書館の民主的な運営と図書館員の連帯の強化を欠かすこと

ができない。 

2.  図書館の自由を守る行動は、自由と人権を守る国民のたたかいの一環である。われわれ

は、図書館の自由を守ることで共通の立場に立つ団体・機関・人びとと提携して、図書館

の自由を守りぬく責任をもつ。 

3.  図書館の自由に対する国民の支持と協力は、国民が、図書館活動を通じて図書館の自

由の尊さを体験している場合にのみ得られる。われわれは、図書館の自由を守る努力を不

断に続けるものである。 

4.  図書館の自由を守る行動において、これにかかわった図書館員が不利益をうけることが

あっては ならない。これを未然に防止し、万一そのような事態が生じた場合にその救済に

つとめることは、 日本図書館協会の重要な責務である。 

（１９７９．５．３０ 総会決議） 
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●図書館の設置及び運営上の望ましい基準 

平成 24年 12月 19日文部科学省告示第 172号 

第一 総則 

一 趣旨 

１  この基準は、図書館法（昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」という。）第七条の二

の規定に基づく図書館の設置及び運営上の望ましい基準であり、図書館の健全な発展に

資することを目的とする。 

２  図書館は、この基準を踏まえ、法第三条に掲げる事項等の図書館サービスの実施に努

めなければならない。 

二 設置の基本 

１  市（特別区を含む。以下同じ。）町村は、住民に対して適切な図書館サービスを行うこと

ができるよう、住民の生活圏、図書館の利用圏等を十分に考慮し、市町村立図書館及び分

館等の設置に努めるとともに、必要に応じ移動図書館の活用を行うものとする。併せて、市

町村立図書館と公民館図書室等との連携を推進することにより、当該市町村の全域サービ

ス網の整備に努めるものとする。 

２  都道府県は、都道府県立図書館の拡充に努め、住民に対して適切な図書館サービスを

行うとともに、図書館未設置の町村が多く存在することも踏まえ、当該都道府県内の図書館

サービスの全体的な進展を図る観点に立って、市町村に対して市町村立図書館の設置及

び運営に関する必要な指導・助言等を行うものとする。 

３  公立図書館（法第二条第二項に規定する公立図書館をいう。以下同じ。）の設置に当た

っては、サービス対象地域の人口分布と人口構成、面積、地形、交通網等を勘案して、適

切な位置及び必要な図書館施設の床面積、蔵書収蔵能力、職員数等を確保するよう努め

るものとする。 

三 運営の基本 

１  図書館の設置者は、当該図書館の設置の目的を適切に達成するため、司書及び司書

補の確保並びに資質・能力の向上に十分留意しつつ、必要な管理運営体制の構築に努め

るものとする。 
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２  市町村立図書館は、知識基盤社会における知識・情報の重要性を踏まえ、資料（電磁的

記録を含む。以下同じ。）や情報の提供等の利用者及び住民に対する直接的なサービス

の実施や、読書活動の振興を担う機関として、また、地域の情報拠点として、利用者及び住

民の要望や社会の要請に応え、地域の実情に即した運営に努めるものとする。 

３  都道府県立図書館は、前項に規定する事項に努めるほか、住民の需要を広域的かつ総

合的に把握して、資料及び情報を体系的に収集、整理、保存及び提供すること等を通じ

て、市町村立図書館に対する円滑な図書館運営の確保のための援助に努めるとともに、当

該都道府県内の図書館間の連絡調整等の推進に努めるものとする。 

４  私立図書館（法第二条第二項に規定する私立図書館をいう。以下同じ。）は、当該図書

館を設置する法人の目的及び当該図書館の設置の目的に基づき、広く公益に資するよう

運営を行うことが望ましい。 

５  図書館の設置者は、当該図書館の管理を他の者に行わせる場合には、当該図書館の

事業の継続的かつ安定的な実施の確保、事業の水準の維持及び向上、司書及び司書補

の確保並びに資質・能力の向上等が図られるよう、当該管理者との緊密な連携の下に、こ

の基準に定められた事項が確実に実施されるよう努めるものとする。 

四 連携・協力 

１  図書館は、高度化・多様化する利用者及び住民の要望に対応するとともに、利用者及び

住民の学習活動を支援する機能の充実を図るため、資料や情報の相互利用などの他の施

設・団体等との協力を積極的に推進するよう努めるものとする。 

２  図書館は、前項の活動の実施に当たっては、図書館相互の連携のみならず、国立国会

図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室、学校図書館及び大学図書館等の図書

施設、学校、博物館及び公民館等の社会教育施設、関係行政機関並びに民間の調査研

究施設及び民間団体等との連携にも努めるものとする。 

五 著作権等の権利の保護 

図書館は、その運営に当たって、職員や利用者が著作権法（昭和四十五年法律第四十八

号）その他の法令に規定する権利を侵害することのないよう努めるものとする。 
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六 危機管理 

１  図書館は、事故、災害その他非常の事態による被害を防止するため、当該図書館の特

性を考慮しつつ、想定される事態に係る危機管理に関する手引書の作成、関係機関と連

携した危機管理に関する訓練の定期的な実施その他の十分な措置を講じるものとする。 

２  図書館は、利用者の安全の確保のため、防災上及び衛生上必要な設備を備えるものと

する。 

第二 公立図書館 

一 市町村立図書館 

１  管理運営 

（一）  基本的運営方針及び事業計画 

1  市町村立図書館は、その設置の目的を踏まえ、社会の変化や地域の実情に応じ、当該

図書館の事業の実施等に関する基本的な運営の方針（以下「基本的運営方針」という。）

を策定し、公表するよう努めるものとする。 

２  市町村立図書館は、基本的運営方針を踏まえ、図書館サービスその他図書館の運営に

関する適切な指標を選定し、これらに係る目標を設定するとともに、事業年度ごとに、当該

事業年度の事業計画を策定し、公表するよう努めるものとする。 

３  市町村立図書館は、基本的運営方針並びに前項の指標、目標及び事業計画の策定に

当たっては、利用者及び住民の要望並びに社会の要請に十分留意するものとする。 

（二）  運営の状況に関する点検及び評価等 

１  市町村立図書館は、基本的運営方針に基づいた運営がなされることを確保し、その事

業の水準の向上を図るため、各年度の図書館サービスその他図書館の運営の状況につ

いて、(一)の 2の目標及び事業計画の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うよう努

めなければならない。 

２  市町村立図書館は、前項の点検及び評価のほか、当該図書館の運営体制の整備の状

況に応じ、図書館協議会（法第十四条第一項に規定する図書館協議会をいう。以下同

じ。）の活用その他の方法により、学校教育又は社会教育の関係者、家庭教育の向上に

資する活動を行う者、図書館の事業に関して学識経験のある者、図書館の利用者、住民

その他の関係者・第三者による評価を行うよう努めるものとする。 
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３  市町村立図書館は、前二項の点検及び評価の結果に基づき、当該図書館の運営の改

善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

４  市町村立図書館は、第一項及び第二項の点検及び評価の結果並びに前項の措置の

内容について、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク（以下「インターネット等」

という。）をはじめとした多様な媒体を活用すること等により、積極的に公表するよう努めな

ければならない。 

（三）  広報活動及び情報公開 

市町村立図書館は、当該図書館に対する住民の理解と関心を高め、利用者の拡大を図るた

め、広報紙等の定期的な刊行やインターネット等を活用した情報発信等、積極的かつ計画的

な広報活動及び情報公開に努めるものとする。 

（四）  開館日時等 

市町村立図書館は、利用者及び住民の利用を促進するため、開館日・開館時間の設定に当

たっては、地域の実情や利用者及び住民の多様な生活時間等に配慮するものとする。また、

移動図書館を運行する場合は、適切な周期による運行等に努めるものとする｡ 

（五）  図書館協議会 

１  市町村教育委員会は、図書館協議会を設置し、地域の実情を踏まえ、利用者及び住民

の要望を十分に反映した図書館の運営がなされるよう努めるものとする。 

２  図書館協議会の委員には、法第十六条の規定により条例で定める委員の任命の基準

に従いつつ、地域の実情に応じ、多様な人材の参画を得るよう努めるものとする。 

（六）  施設・設備 

１  市町村立図書館は、この基準に示す図書館サービスの水準を達成するため、図書館資

料の開架・閲覧、保存、視聴覚資料の視聴、情報の検索・レファレンスサービス、集会・展

示、事務管理等に必要な施設・設備を確保するよう努めるものとする。 

２  市町村立図書館は、高齢者、障害者、乳幼児とその保護者及び外国人その他特に配

慮を必要とする者が図書館施設を円滑に利用できるよう、傾斜路や対面朗読室等の施設

の整備、拡大読書器等資料の利用に必要な機器の整備、点字及び外国語による表示の

充実等に努めるとともに、児童・青少年の利用を促進するため、専用スペースの確保等に

努めるものとする。 
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２  図書館資料 

（一）  図書館資料の収集等 

１  市町村立図書館は、利用者及び住民の要望、社会の要請並びに地域の実情に十分留

意しつつ、図書館資料の収集に関する方針を定め、公表するよう努めるものとする。 

２  市町村立図書館は、前項の方針を踏まえ、充実した図書館サービスを実施する上で必

要となる十分な量の図書館資料を計画的に整備するよう努めるものとする。その際、郷土

資料及び地方行政資料、新聞の全国紙及び主要な地方紙並びに視聴覚資料等多様な

資料の整備にも努めるものとする。また、郷土資料及び地方行政資料の電子化に努めるも

のとする。 

（二）  図書館資料の組織化 

市町村立図書館は、利用者の利便性の向上を図るため、図書館資料の分類、配架、目録・索

引の整備等による組織化に十分配慮するとともに、書誌データの整備に努めるものとする。 

 

３  図書館サービス 

（一） 貸出サービス等 

市町村立図書館は、貸出サービスの充実を図るとともに、予約制度や複写サービス等の運用

により利用者の多様な資料要求に的確に応えるよう努めるものとする。 

（二） 情報サービス 

１  市町村立図書館は、インターネット等や商用データベース等の活用にも留意しつつ、利

用者の求めに応じ、資料の提供・紹介及び情報の提示等を行うレファレンスサービスの充

実・高度化に努めるものとする。 

２  市町村立図書館は、図書館の利用案内、テーマ別の資料案内、資料検索システムの供

用等のサービスの充実に努めるものとする。 

３  市町村立図書館は、利用者がインターネット等の利用により外部の情報にアクセスできる

環境の提供、利用者の求めに応じ、求める資料・情報にアクセスできる地域内外の機関等

を紹介するレフェラルサービスの実施に努めるものとする。 

 

 



55 

（三） 地域の課題に対応したサービス 

市町村立図書館は、利用者及び住民の生活や仕事に関する課題や地域の課題の解決に向

けた活動を支援するため、利用者及び住民の要望並びに地域の実情を踏まえ、次に掲げ

る事項その他のサービスの実施に努めるものとする。 

ア  就職・転職、起業、職業能力開発、日常の仕事等に関する資料及び情報の整備・提 

 供 

イ  子育て、教育、若者の自立支援、健康・医療、福祉、法律・司法手続等に関する資料

及び情報の整備・提供 

ウ  地方公共団体の政策決定、行政事務の執行・改善及びこれらに関する理解に必要な

資料及び情報の整備・提供 

（四） 利用者に対応したサービス 

   市町村立図書館は、多様な利用者及び住民の利用を促進するため、関係機関・団体と連携 

  を図りながら、次に掲げる事項その他のサービスの充実に努めるものとする。 

ア  （児童・青少年に対するサービス） 児童・青少年用図書の整備・提供、児童・青少年

の読書活動を促進するための読み聞かせ等の実施、その保護者等を対象とした講座・

展示会の実施、学校等の教育施設等との連携 

イ  （高齢者に対するサービス） 大活字本、録音資料等の整備・提供、図書館利用の際

の介助、図書館資料等の代読サービスの実施 

ウ  （障害者に対するサービス） 点字資料、大活字本、録音資料、手話や字幕入りの映

像資料等の整備・提供、手話・筆談等によるコミュニケーションの確保、図書館利用の際

の介助、図書館資料等の代読サービスの実施 

エ  （乳幼児とその保護者に対するサービス） 乳幼児向けの図書及び関連する資料・情

報の整備・提供、読み聞かせの支援、講座・展示会の実施、託児サービスの実施 

オ  （外国人等に対するサービス） 外国語による利用案内の作成・頒布、外国語資料や

各国事情に関する資料の整備・提供 

カ  （図書館への来館が困難な者に対するサービス） 宅配サービスの実施 

（五） 多様な学習機会の提供 

１  市町村立図書館は、利用者及び住民の自主的・自発的な学習活動を支援するため、講

座、相談会、資料展示会等を主催し、又は関係行政機関、学校、他の社会教育施設、 民
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間の関係団体等と共催して多様な学習機会の提供に努めるとともに、学習活動のための施

設・設備の供用、資料の提供等を通じ、その活動環境の整備に努めるものとする。 

２  市町村立図書館は、利用者及び住民の情報活用能力の向上を支援するため、必要な

学習機会の提供に努めるものとする。 

（六） ボランティア活動等の促進 

１  市町村立図書館は、図書館におけるボランティア活動が、住民等が学習の成果を活用

する場であるとともに、図書館サービスの充実にも資するものであることにかんがみ、読み

聞かせ、代読サービス等の多様なボランティア活動等の機会や場所を提供するよう努める

ものとする。 

２  市町村立図書館は、前項の活動への参加を希望する者に対し、当該活動の機会や場

所に関する情報の提供や当該活動を円滑に行うための研修等を実施するよう努めるものと

する。 

４ 職員 

（一） 職員の配置等 

１  市町村教育委員会は、市町村立図書館の館長として、その職責にかんがみ、図書館サ

ービスその他の図書館の運営及び行政に必要な知識・経験とともに、司書となる資格を有

する者を任命することが望ましい。 

２  市町村教育委員会は、市町村立図書館が専門的なサービスを実施するために必要な

数の司書及び司書補を確保するよう、その積極的な採用及び処遇改善に努めるとともに、

これら職員の職務の重要性にかんがみ、その資質・能力の向上を図る観点から、第一の四

の 2に規定する関係機関等との計画的な人事交流（複数の市町村又は都道府県の機関

等との広域的な人事交流を含む。）に努めるものとする。 

３  市町村立図書館には、前項の司書及び司書補のほか、必要な数の職員を置くものとす

る。 

４  市町村立図書館は、専門的分野に係る図書館サービスの充実を図るため、必要に応

じ、外部の専門的知識・技術を有する者の協力を得るよう努めるものとする。 

（二） 職員の研修 

１  市町村立図書館は、司書及び司書補その他の職員の資質・能力の向上を図るため、情

報化・国際化の進展等に留意しつつ、これらの職員に対する継続的・計画的な研修の実施

等に努めるものとする。 
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２  市町村教育委員会は、市町村立図書館の館長その他の職員の資質・能力の向上を図

るため、各種研修機会の拡充に努めるとともに、文部科学大臣及び都道府県教育委員会

等が主催する研修その他必要な研修にこれら職員を参加させるよう努めるものとする。 

二 都道府県立図書館 

１ 域内の図書館への支援 

１  都道府県立図書館は、次に掲げる事項について、当該都道府県内の図書館の求めに

応じて、それらの図書館への支援に努めるものとする。 

ア  資料の紹介、提供に関すること 

イ  情報サービスに関すること 

ウ  図書館資料の保存に関すること 

エ  郷土資料及び地方行政資料の電子化に関すること 

オ  図書館の職員の研修に関すること 

カ  その他図書館運営に関すること 

２  都道府県立図書館は、当該都道府県内の図書館の状況に応じ、それらの図書館との間

における情報通信技術を活用した情報の円滑な流通や、それらの図書館への資料の貸出

のための円滑な搬送の確保に努めるものとする。 

３  都道府県立図書館は、当該都道府県内の図書館の相互協力の促進等に資するため、

当該都道府県内の図書館で構成する団体等を活用して、図書館間の連絡調整の推進に

努めるものとする。 

２ 施設・設備 

都道府県立図書館は、第二の二の 6により準用する第二の一の 1の(六)に定める施設・設

備のほか、次に掲げる機能に必要な施設・設備の確保に努めるものとする。 

ア  研修 

イ  調査研究 

ウ  市町村立図書館の求めに応じた資料保存等 

３ 調査研究 

都道府県立図書館は、図書館サービスを効果的・効率的に行うための調査研究に努めるも

のとする。その際、特に、図書館に対する利用者及び住民の要望、図書館運営にかかわる地
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域の諸条件、利用者及び住民の利用促進に向けた新たなサービス等に関する調査研究に努

めるものとする。 

４ 図書館資料 

都道府県立図書館は、第二の二の 6により準用する第二の一の 2に定める事項のほか、

次に掲げる事項の実施に努めるものとする。 

ア  市町村立図書館等の要求に十分に応えるための資料の整備 

イ  高度化・多様化する図書館サービスへの要請に対応するための、郷土資料その他の

特定分野に関する資料の目録・索引等の整備及び配布 

５ 職員 

1  都道府県教育委員会は、都道府県立図書館において第二の二の 6により準用する第

二の一の 4の(一)に定める職員のほか、第二の二の 1、3及び 4に掲げる機能を果たす

ために必要な職員を確保するよう努めるものとする。 

２  都道府県教育委員会は、当該都道府県内の図書館の職員の資質・能力の向上を図

るため、それらの職員を対象に、必要な研修を行うよう努めるものとする。 

６ 準用 

第二の一に定める市町村立図書館に係る基準は、都道府県立図書館に準用する。 

第三 私立図書館 

一 管理運営 

１  運営の状況に関する点検及び評価等 

１  私立図書館は、その運営が適切に行われるよう、図書館サービスその他図書館の運営

に関する適切な指標を選定し、これらに係る目標を設定した上で、その目標の達成状況等

に関し自ら点検及び評価を行うよう努めるものとする。 

２  私立図書館は、前項の点検及び評価のほか、当該図書館の運営体制の整備の状況に

応じ、図書館の事業に関して学識経験のある者、当該図書館の利用者その他の関係者・

第三者による評価を行うことが望ましい。 

３  私立図書館は、前二項の点検及び評価の結果に基づき、当該図書館の運営の改善を

図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

４  私立図書館は、第一項及び第二項の点検及び評価の結果並びに前項の措置の内容に

ついて、積極的に公表するよう努めるものとする。 
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２  広報活動及び情報公開 

私立図書館は、積極的かつ計画的な広報活動及び情報公開を行うことが望ましい。 

３  開館日時 

私立図書館は、開館日・開館時間の設定に当たっては、多様な利用者に配慮することが 

望ましい。 

４  施設・設備 

私立図書館は、その設置の目的に基づく図書館サービスの水準を達成するため、多様な 

利用者に配慮しつつ、必要な施設・設備を確保することが望ましい。 

二 図書館資料 

私立図書館は、当該図書館が対象とする専門分野に応じて、図書館資料を計画的かつ継続的

に収集・組織化・保存し、利用に供することが望ましい。 

三 図書館サービス 

私立図書館は、当該図書館における資料及び情報の整備状況、多様な利用者の要望等に配

慮して、閲覧・貸出・レファレンスサービス等のサービスを適切に提供することが望ましい。 

四 職員 

１  私立図書館には、専門的なサービスを実施するために必要な数の司書及び司書補その他

職員を置くことが望ましい。 

２  私立図書館は、その職員の資質・能力の向上を図るため、当該職員に対する研修の機会

を確保することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 



60 

★第２次防府市図書館サービス振興基本計画策定協議会委員名簿 

                               （令和２年度） 

  所       属 氏   名 

学校教育関係者 

防府市小学校長会 廣森 やす子 （西浦小学校） 

防府市中学校長会 原田 竜臣 （大道中学校） 

社会教育関係者 

防府市青少年育成市民会議 河村 龍彦 

学校図書ボランティアネット・防府 新田 康子 

家庭教育関係者 

防府市母親クラブ連絡協議会 山崎 和代 

防府友の会 吉武 まり子 

学識経験者 

山口県立大学教授 安光 裕子 【副会長】 

元山口県図書館協会会長 藤村 聰 【会長】 

公募 公募委員 堀越 政美 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次防府市図書館サービス振興基本計画 

 

令和３年（2021 年）３月発行 

          

編集者  第２次防府市図書館サービス振興基本計画 

策定協議会事務局 

〒747-8501 

山口県防府市寿町７－１ 防府市役所内 

教育委員会教育部 教育総務課 図書館管理室 

TEL(0835)-25-2590 FAX(0835)-22-5376 

Email tosyo@city.hofu.yamaguchi.jp 

 

発行者  防府市教育委員会 

 

 


